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令和５年２月１３日 

関東地方整備局 

 

「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置」に関するＱ＆Ａ集 

 

１．全般 

 

 ・賃上げ評価を行う経緯を教えてほしい。【令和 5 年 2 月 13 日追記】 

 （回答） 

  令和３年１１月８日開催の「新しい資本主義実現会議」の緊急提言の中において「公的部門にお 

ける分配機能の強化」の中で「賃上げのための政府調達手法の検討」として、「政府調達の対象企

業の賃上げを促進するため、賃上げを行う企業から優先的に調達を行う措置など政府調達の手法の

見直しを検討する。」ことが位置づけられました。 

  これを受けて、検討が進められ、令和３年１２月１７日に財務大臣から各省庁の長あてに賃上げ 

評価に関する仕組みに関する通知が発出されました。 

  これを受けて、令和３年１２月２４日に国土交通省通知が発出されたところです。 

    この通知の中で適用対象、評価項目、評価方法、賃上げ実績の確認方法、賃上げ表明したが達成 

できなかった者に対するペナルティなどについて記載されています。 

  この通知において、賃上げ実績の確認においては、所定の書類により賃上げ実績が確認できない 

場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により同等の賃上げ実績を確認することができ

ると認められる書類に代えることができるとしたところです。 

  この賃上げ実績の確認について賃上げを行う企業を評価するとの本制度の趣旨に沿った対応とな

るよう運用するため、具体的な確認書類の提出方法及び「同等の賃上げ実績」と認めることができ

るかの考え方について整理がなされ、令和４年２月８日に財務大臣より通知が発出されました。 

  これを受けて、国土交通省通知も同日付けにて発出されました。 

また、事業年度開始月と賃上げ実施月が異なる場合の取扱いや減点措置の取扱いについて、事例

の整理がなされ、令和４年６月２０日に財務省主計局法規課長より事務連絡が発出されました。 

これを受けて、国土交通省関係各課より令和４年８月８日に事務連絡が発出されました。 

さらに、賃上げ実績の確認の詳細について定め、令和４年１２月９日に事務連絡が発出されまし

た。この事務連絡に伴い既に発出されている「「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業

に対する加点措置について」の一部改正について」、「総合評価落札方式における賃上げを実施す

る企業の事業年度開始月と賃上げ実施月が異なる場合の取扱いについて」があわせて改正され事務

連絡が発出されました。 

令和４年１２月２８日に令和５年の賃上げ率の改定が行わない旨の事務連絡が財務省主計局法

規課長より発出されました。 

これを受けて、国土交通省関係各課より令和５年１月１２日に事務連絡が発出されました。 

 

 

 令和３年１２月１７日 

  （財務大臣→各省庁の長） 

  「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」 

 令和３年１２月２４日 

  （国土交通省→各地方整備局長等） 

  「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」 

 令和４年２月８日（財務大臣→各省庁の長） 

  「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置に係る賃上げ実績の確認の 

  運用等について」 

  （国土交通省→各地方整備局長等） 

  「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置に係る運用等について」 

 令和４年６月２０日（財務省主計局法規課長→各省各庁会計課長） 

  「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業の事業年度開始月と賃上げ実施月が異なる場

合の取扱いについて」 

  「「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」に基づく減点

措置の取扱いについて」 
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 令和４年８月８日（国土交通省→各地方整備局長等） 

  「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業の事業年度開始月と賃上げ実施月が異なる場

合の取扱いについて」 

  「「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」に基づく減点

措置の取扱いについて」 

 令和４年１２月９日(国土交通省→地方整備局関係部長等) 

  「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業等の賃上げ実績の確認について」 

 令和４年１２月９日(国土交通省→各地方整備局長等) 

  「「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」の一部改正に

ついて」 

  「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業の事業年度開始月と賃上げ実施月が異なる場

合の取扱いについて」 

 令和４年１２月２８日（財務省主計局法規課長→各省各庁会計課長） 

「「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」（令和 3 年 12

月 17 日付財計第 4803 号）第２（１）及び（２）に定める率について」 

 令和５年１月１２日（国土交通省→各地方整備局長等） 

「「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」（令和 3 年 12

月 17 日付財計第 4803 号）第２（１）及び（２）に定める率について」 

 

 

 ・賃上げ実績確認の運用等について通知がなされた経緯【令和 4 年 3 月 18 日作成】 

 （回答） 

賃上げの実績の確認については、基本的に事業年度で賃上げを表明した場合は、「法人事業概況

説明書」、暦年で賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」で確認

することとなっております。これは受発注者ともに簡便・明確な賃上げ実績の確認方法として設定

されたものです。しかしこの書類での確認については、所定内賃金だけでなく、超過勤務手当や賞

与、役員報酬など全てを含んだ総額での確認となっている状況で、企業における賃金形態の違いや

働き方改革の対応など企業ごとに様々な実情があり、賃上げの実態を適切に確認できない場合が想

定されます。このことから、様々な実情に応じた企業における賃上げの実態を適切に確認するため

具体的な事例を含め運用等が示されたものです。 

令和４年２月８日付け国土交通省通知「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対す

る加点措置に係る運用等について」は以下を参照願います。 

https://www.mlit.go.jp/tec/content/001463543.pdf 

関東地方整備局の「賃上げ実績の確認の運用等について【概要資料】」については以下を参照し

てください。 

https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000822641.pdf 

 

 

２．適用対象 

 

 ・賃上げ評価を行う適用対象を教えてほしい。【令和 4 年 2 月 28 日作成】 

 （回答） 

  令和４年４月１日以降に契約を締結する国の機関が発注する総合評価落札方式による全ての調達 

です。（ただし、関東地方整備局の工事、業務では、令和４年２月１日以降に入札契約手続き運営

委員会に諮るもの。） 

  令和３年度内に契約締結するものは対象外です。 

    業務のプロポーザルや工事の段階選抜方式の一次選抜の評価には適用されません。 

  国の機関が発注する総合評価落札方式が対象なので、ＮＥＸＣＯ等の特殊法人や地方公共団体は 

対象外です。 

 

 

 

 

 

 

https://www.mlit.go.jp/tec/content/001463543.pdf
https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000822641.pdf
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 ・新聞記事ではすべての調達が対象と記載がありますが、入札公告資料に賃上げに関する資料が含

まれている件名と含まれていない件名が散見されます。 

Q＆A にあります”プロポーザル方式は適用しない”という表現以外に明確に賃上げ対象件名の判

断方法についてご案内をお願いいたします。【令和 5 年 2 月 13 日作成】 

 （回答） 

  財計第 4803 号 令和 3 年 12 月 17 日「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する

加点措置について」が財務省から各省各庁の長に発出されています。適用対象となるのは、「令和

４年４月１日以降に契約を締結する、総合評価落札方式によるすべての調達。」としています。 

  財務省の発出を受けて、関東地方整備局では、令和４年１月以降に各業団体に周知を行うために

説明会を行いました。説明会時に関東地方整備局では適用対象を「令和４年４月１日以降に契約を

締結する、総合評価落札方式によるすべての業務。但し、令和４年２月１日以降に入札・契約手続

運営委員会に諮る調達案件とする。」として全ての総合評価落札方式にて開始していますので、令

和４年度当初に契約を締結している一部契約案件については、発注スケジュール上、対象外となっ

ているものがあります。 

  なお、入札公示文、入札説明書の冒頭に「本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価に

おける加点を行う業務である。」旨記載しております。 

 

 

３．評価項目及び評価方法 

 

 ・中小企業等の定義を教えてほしい。【令和 4 年 2 月 28 日作成】 

 （回答） 

  本運用における中小企業等は「法人税法第６６条第２項または第３項に該当する者のことをいい

ます。ただし、同条第５項に該当するものは除く」となります。したがって法人税法上、どのよう

にあつかわれるかによることになります。 

よって中小企業等は一般に資本金１億円以下の法人です。 

 

 

 ・中小企業等の場合、「従業員への賃金引き上げ計画の表明書」とあわせて「法人税申告書別表１」 

  の提出が必要であるがなぜか？【令和 4 年 2 月 28 日作成】 

 （回答） 

  発注者が中小企業等であることを確認するためです。 

中小企業等の場合、「従業員への賃金引き上げ計画の表明書」とあわせて直近の事業年度の「法

人税申告書別表１」を提出することが必要ですので注意が必要です。 

 

 

・資本金で見ると中小企業等に当てはまると思うが、親会社が大企業で 100％子会社であるため「み

なし大企業」となっているが、「見なし大企業」の取り扱いを教えてほしい。 

【令和 4 年 3 月 18 日作成】 

 （回答） 

  大企業、中小企業の区分の考え方について事務連絡では、中小企業の定義を法人税法に準ずるこ

とが示されています。法人税法第 66 条第 5 項には「大法人（資本金の額又は出資金の額が 5 億円

以上である法人）との間に当該大法人による完全支配関係がある普通法人については、第 2 項の規

定は適用しない」と規定されています。したがって、法人税法を用いた今回の企業区分（「中小企

業等」および「大企業」の定義）では、いくら資本金が小さくても、いわゆる大企業傘下のグルー

プ会社はすべて大企業とみなすこととなります。 

  以上のことから、ご指摘の「みなし大企業」については、法人税法の定義に基づき大企業と中小

企業等を区分しますので、大企業として取り扱う事となります。 
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 ・事業年度内で企業形態が大企業から中小企業に変更になった場合、次回調達の際に「法人税申告 

書別表１」を提出することになるが、決算後にならなければ提出ができないため、入札時に間に

合わないことが予想される。その際には「法人登記簿」等により中小企業であることを証明して

も良いか。【令和 4 年 3 月 18 日作成】 

 （回答） 

  大企業から中小企業への企業形態の変更により、技術資料の提出期限日までに「法人税申告書別

表１」の提出が困難な場合には、「法人登記簿」により中小企業であることを証明していただいて

構いません。なお、法人登記簿により中小企業であることを確認できた場合には、法人税申告書別

表 1 の提出は不要です。 

 

 

・賃上げ表明書の添付資料において、中小企業等の判断に用いる「法人税申告書別表１」の提出が

求められていますが、内部情報となるので、記載金額へのマスキングは可能ですか？ 

【令和 4 年 10 月 21 日作成】 

 （回答） 

中小企業等に該当していることが確認できれば、必要な個所以外については、マスキングして頂

いて構いません。 

 

 

 ・大企業及び中小企業等の判断は、法人税法上どのように扱われるかによるとの回答がありますが、

法人税法上の取扱いにおける基準日はいつになりますか。【令和 4 年 4 月 14 日作成】 

 （回答） 

  賃上げ計画の表明書は、加点を受けるための技術資料の１部として取り扱いますので、その提出 

日となる発注案件ごとの審査基準日（工事の場合は競争参加申請書提出期限日（但し、段階選抜方

式の場合は二次審査資料提出期限日）、業務の場合は参加表明書の提出期限日）時点等で大企業か

中小企業等かを判断することになります。 

 

 

 ・令和 2 年 3 月公布の法人税法改正により「グループ通算制度」が新たに規定され、令和 4 年 4 月

1 日以降に開始する事業年度から、従来の「連結納税制度」又は「グループ通算制度」を選択す

ることになる。国土交通本省 HP 等の QA や個別業務の入札説明書等には、「グループ通算制度」

における「中小企業等」の定義に関する記載がないが、「中小企業等」はどのように判断すれば

よいのか。【令和 4 年 10 月 21 日作成】 

 （回答） 

令和 4 年 10 月以降の事業年度において「グループ通算制度」を選択した場合において、「中小

通算法人」は中小企業等、「大通算法人」大企業に分類されることとなります。もしご判断に迷わ

れる場合は、国税庁や税理士等にご相談の上、適切に判断してください。 

 

 

・事業年度は 10 月から 9 月であり、現在は連結納税制度においては「中小企業等」に該当してい

るが、令和 4 年 10 月から開始する事業年度において「グループ通算制度」を選択した場合には、

当社は「大通算法人」に該当することになる（税理士等に確認済）。既に中小企業等として賃上

げの表明（1.5％以上）を行い受注している業務が複数あるが、事業年度終了後の賃上げ実績の

確認の際には、どのように扱われるのか。【令和 4 年 10 月 21 日作成】 

 （回答） 

賃上げ表明書における「大企業」又は「中小企業等」は、各調達案件における「審査基準日（技

術資料の提出期限日、ただし段階選抜方式においては、二次審査の技術資料の提出期限日）」時点

で判断することになります。既に「中小企業等」として賃上げ表明（1.5％以上）を行い受注した

案件における実績確認については、1.5％以上の賃上げが達成されていれば問題ありません。ただ

し、令和 4 年 10 月以降には「大通算法人」としての賃上げ表明（3.0％以上）が必要となり、その

うえで受注した場合には、事業年度終了後の実績確認の際には、3.0％以上の賃上げを達成する必

要があります。 
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・表明書提出後に仮に法人税法上の区分が変わったとして、表明書を差し替えることが可能となる

のか。例えば大企業から中小企業に変わる企業があった場合実績確認を中小企業として受けるこ

とができるのか。【令和 4 年 10 月 21 日作成】 

 （回答） 

審査基準日（技術資料の提出期限日、ただし段階選抜方式においては、二次審査の技術資料の提

出期限日）時点での区分で実績確認を行います。提出後に表明した区分を変えることはできないこ

と、ご理解ください。 

 

 

 ・「従業員への賃金引き上げ計画の表明書」の企業の代表者の押印は不要でよいですか？ 

【令和 4 年 2 月 28 日作成】 

 （回答） 

    企業の代表者の押印は不要です。 

 

 

 ・「従業員への賃金引き上げ計画の表明書」の従業員代表、給与又は経理担当者の押印は必要です

か？【令和 4 年 2 月 28 日作成】 

 （回答） 

    従業員代表、給与又は経理担当者の押印は必要です。 

これは、従業員が代表者から説明を受けたことを証明するために押印を求めたものです。 

なお、従業員代表等の押印がない場合は加点対象となりませんので注意して下さい。 

 

 

・「従業員への賃金引上げ計画の表明書」中の、「給与又は経理担当者」記載捺印欄がありますが、

ここは自筆のサインではだめでしょうか。【令和 4 年 10 月 21 日作成】 

 （回答） 

本人が確認したことが分かるという意味で自筆のサインでも構いません。 

 

 

 ・「従業員への賃金引き上げ計画の表明書」の「従業員代表」、「給与又は経理担当者」はどのよ

うな者を想定していますか？また、同一の者でも差し支えないでしょうか？ 

【令和 4 年 4 月 14 日作成】 

 （回答） 

  従業員代表や給与又は経理担当者は、特定の立場･役職等により制約するところではありません。 

提出者の実情に応じて選定して提出して頂くことで構いません。また、従業員代表と給与又は経

理担当者は、同一の者でも差し支えありません。 

なお、従業員代表等の押印がない場合は加点対象となりませんので注意して下さい。 

 

 

 ・「従業員への賃金引き上げ計画の表明書」は調達の参加時にその都度作成する必要がありますか？ 

  表明書の写しでよいでしょうか？【令和 4 年 2 月 28 日作成】 

 （回答） 

  「従業員への賃金引き上げ計画の表明書」はその都度、作成は必要ないです。写しで結構です。 

 

 

 ・一度の賃上げ表明で複数年度加点措置を受けられるのでしょうか？【令和 4 年 2 月 28 日作成】 

 （回答） 

従業員への賃金引上げ計画の表明書は、事業年度または暦年ごとに１枚作成して頂き、事業年度

または暦年が変わった場合は、新たに従業員への賃金引上げ計画の表明書を作成していただくこと

になります。 
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 ・「従業員への賃金引き上げ計画の表明書」はどの時点で提出をするのか？ 

【令和 4 年 2 月 28 日作成】 

 （回答） 

  表明書は参加申請時に提出します。（工事の段階選抜は除く。） 

  工事の場合は競争参加資格確認申請時に同種工事の施工実績等の提出書類と表明書をあわせて提 

出します。 

同時提出型の場合は、競争参加資格確認資料提出時に同種工事の施工実績等の提出書類と表明書

をあわせて提出します。 

  業務の場合は参加表明書の提出時に表明書をあわせて提出します。 

なお、工事の段階選抜の場合は一次審査時は賃上げ評価は実施せず、二次審査時に評価します。 

よって、一次審査申請書提出時に表明書の提出は不要です。二次審査資料提出時に表明書の提出

が必要です。 

 

 

 ・「従業員への賃金引上げ計画の表明書」の日付は「競争参加申請」提出日と同じにするのでしょ

うか。【令和 4 年 3 月 18 日作成】 

 （回答） 

「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は競争参加申請時に提出します。（工事の段階選抜は除

く。） 

工事の場合は競争参加申請書提出日以前の日付で「従業員への賃金引上げ計画の表明書」の表明 

していただければ問題ございません。業務の場合は参加表明書の提出日以前の日付となります。 

なお、同時提出型の場合は、競争参加資格確認資料提出日以前の日付、工事の段階選抜の場合は 

二次審査資料提出日以前の日付となります。 

「従業員への賃金引き上げ計画の表明書」は事業年度または暦年ごとに１枚作成して頂き、個別

発注案件ごとの提出は写しで結構です。 

 

 

・賃上げ表明書を提出して対象期間の加点措置を受けた場合、次年度以降加点措置を頂くためには、

さらに 1.5％の賃上げが必要という認識でよろしいでしょうか？ 

あるいは、1.5％の賃上げが次年度以降も維持されていれば、賃上げ表明による加点措置を受けら

れるという認識でしょうか？【令和 5 年 2 月 13 日作成】 

 （回答） 

   従業員への賃金引上げ計画の表明書は、事業年度又は暦年ごとに１枚作成して頂き、事業年度又

は暦年が変わった場合は、新たに従業員への賃金引上げ計画の表明書を作成していただくことにな

ります。このことから、次年度以降加点措置を受けるには、その年の前年度又は前年に対し 1.5%

の賃上げが必要となります。 

 

 

 ・賃上げの対象は下請け企業も含みますか？【令和 4 年 2 月 28 日作成】 

 （回答） 

   今回の賃上げ評価における対象は元請けの企業が対象です。下請け企業は対象外です。 

 

 

 ・共同企業体の場合、賃上げ表明は代表企業のみ、または、構成員全ての企業が必要のどちらでし 

  ょうか？【令和 4 年 2 月 28 日作成】 

 （回答） 

   共同企業体の場合、賃上げ表明は代表者及び構成員全ての企業が表明書の提出があった場合に加 

点されます。 
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 ・例えば、２年国債工事の場合、賃上げは２年連続実施しないといけないのでしょうか？ 

【令和 4 年 2 月 28 日作成】 

 （回答） 

入札時に「従業員への賃金引き上げ計画の表明書」を提出して頂ければそれを評価し落札決定し 

契約をします。 

このことから、２年国債工事の契約の次年度の賃上げの確認や実施は求めません。 

 

 

 ・表明書の様式をみると本省通知では法人番号の記載はないが、関東地方整備局では法人番号の記 

  載があるがなぜか？【令和 4 年 2 月 28 日作成】 

 （回答） 

同名企業の場合もありますので法人番号を記載して頂くことで円滑に企業を特定できるようにするためで 

す。 

 

 

 ・「従業員への賃金引上げ計画の表明書」において、法人番号を必ず記載する必要がありますか。 

【令和 4 年 3 月 18 日作成】 

 （回答） 

関東地方整備局においては、法人番号については、同名企業を判別し円滑に企業を特定できるよ

うにするために記載をお願いしているものです。 

法人番号の記載が無い場合でも、評価に影響することはありません。 

既に従業員代表の方などの押印をされている場合があるかと思いますが、手続きの効率化の観点 

から場所は問いませんので余白等に手書きでも結構ですので可能な範囲で記載をお願いします。 

 

 

 ・「従業員への賃金引き上げ計画の表明書」の様式を提示頂いておりますが、同様式でお求めにな

られている事項と同等の記載があれば、この様式に限らず独自の書式を提出しても加点対象とし

てお認め頂けますでしょうか。【大企業用】または【中小企業等用】を記載していなくても差し

支えないでしょうか。【令和 4 年 3 月 18 日作成】 

 （回答） 

「従業員への賃金引き上げ計画の表明書」の様式に記載しています必要事項（大企業及び中小企 

業なのか、増加率○%、事業者の代表者が従業員に賃上げの実施を表明、従業員代表及び給与又は

経 理担当者の名前・押印等）を記載の上、提出して頂ければ様式は問いません。 

中小企業の場合は、別途「法人税申告書別表１」を提出していただくことになります。 

 

 

 ・基本給のみの賃上げを予定している場合、表明書の様式にその旨を記載して提出する必要があり 

  ますか？【令和 4 年 2 月 28 日作成】 

 （回答） 

   表明書の様式はそのままとして提出して下さい。よって、賃上げの確認方法の基本給である旨を

表明書に記載は不要です。 

賃上げ実績を確認の際に税理士又は公認会計士等の第三者により同等の賃上げ実績を確認でき

る書類（根拠となる書類）に、当該事項を記載し提出をすれば結構です。 
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 ・会社の事業年度が令和４年９月～８月であるが令和４年４月から賃上げを実施する場合、表明書 

  の様式の事業期間は変更する必要がありますか？【令和 4 年 2 月 28 日作成】 

 （回答） 

令和４年２月８日の財務大臣通知、国土交通省通知において、同等の賃上げ実績と認めることが 

できる具体例として「令和４年４月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和４年度中に賃上げ 

を実施した場合は、その賃上げを実施したときから１年間の賃上げ実績を評価する。」ことが記載

されています。 

その場合、表明書の様式はそのままとして事業期間は会社の事業年度を記載して下さい。 

賃上げ実績確認の際に税理士又は公認会計士等の第三者により同等の賃上げ実績を確認できる

書類として事業年度単位より前に賃上げをした月から１年間の実績の確認した結果を記載し提出

をすれば結構です。 

 

 

 ・事業年度の場合、賃上げ表明は事業年度開始前・開始後どちらでも良いのでしょうか。 

【令和 4 年 4 月 14 日作成】 

 （回答） 

  賃上げの表明は事業年度開始前でも開始後でもどちらでも結構です。 

  ただし事業年度開始後であっても、賃上げ実績確認の際は、前事業年度と当該事業年度（さらに

前倒しての実施した場合は賃上げを行った月から１年間を前年と比較することも可能）での比較と 

なります。 

 

 

 ・中小企業等用の表明書には「給与総額を対前年度増加率◯％以上とすることを表明します。」と

なっていますが、「同等の賃上げ実績」と認める場合に、「継続雇用している従業員のみの基本

給で評価する。」ことも可能となっています。このように、「給与総額」で表明し、「基本給」

で評価するのは、社員に対して嘘をついたことになり、労使間のトラブルに発展してしまいそう

ですが、問題がないのか伺いたい。また、表明書の「給与総額」の記載を変更できるのか伺いた

い。【令和 4 年 4 月 14 日作成】 

 （回答） 

実績確認としてはご認識の通り継続雇用している従業員の基本給で評価して頂くことで問題無

い ですが、当該年の災害への対応等により、従業員への給与の支払い方法も変わる可能性がある

ので、今回の運用では、表明書の内容に関しては変更しておらず、実績確認の手法が異なっても表

明書で はひな型のままの内容で問題ありませんが、ご指摘のようなケースを考慮して、2 月 8 日

付け事務連絡本文に示された具体的な項目（継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金、

中小企業等における「一人当たり平均受給額」）で表明することも可能です。 

  ただし、提出者の都合によりひな型と異なる手法により賃上げを表明された場合は、実績確認も

同じ項目で行うことが前提となります。 

  また、この場合、表明書における記載として、以下を例示します。 

  ※中小企業等において一人当たり平均受給額で評価する場合 

  ⇒「給与総額」を一人当たりの受給額として書き換える 

  ※継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金で評価する場合 

  ⇒「平均受給額」や「給与総額」を「基本給」「所定内賃金」等と書き換える 

  ただし、書き換えを行った表明書の提出をもって、実績確認方法の正当性が担保される訳ではな

く、第三者による確認を要することは依然として同じである点はご留意ください。 

 

 

 ・建設関係以外も含め多角的に事業を行っている場合、今回の賃上げの対象は、建設関係の従業 

  員のみで良いのか？【令和 4 年 3 月 18 日作成】 

 （回答） 

本制度における賃上げの取組の評価対象は、企業内の一部門等に限定するのではなく、会社全体

を対象として取組を行って頂き、実績確認においても会社全体での賃上げが確認できるよう、主旨

をご理解のうえ対応をお願いいたします。 
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 ・賃上げに対する加点措置は来年度以降も継続するのでしょうか？【令和 4 年 2 月 28 日作成】 

 （回答） 

  本制度は期限を設定しての措置ではございません。 

政府全体の取り組みですが継続することを前提として制度設計をしていると聞いています。 

 

 

 ・賃上げ制度にについて来年度も継続する説明があり、賃上げ率も.企業が 3％、中小企業は 1.5％

と財務省からの通達がないので変更しないと説明がありました。 

年度途中で賃上げ上昇率の変更などありえますか？【令和 5 年 2 月 13 日作成】 

 （回答） 

令和 4 年 12 月 28 日付けの財務省事務連絡により、令和 5 年の賃上げ率については改定を行わな

い旨連絡がありました。 

 

 

４．賃上げの実績確認 

 

・本省通知では賃上げの実績確認の提出先が契約担当官等となっていますが、関東地方整備局では

総務部契約課調査係へとなっているのはなぜですか？【令和 5 年 2 月 13 日追記】 

 （回答） 

本省通知では賃上げの実績確認の提出先が契約担当官等となっており、契約担当官とは本官契約

の場合は地方整備局長、分任官契約の場合は事務所長へ提出することとなります。この場合、複数

を受注している場合は複数の事務所長へ提出することとなる場合があります。 

関東地方整備局では賃上げの実績確認の提出先について受発注者の負担軽減の観点から総務部

契約課調査係へ一本化して入札説明書に記載しております。 

その後、全国統一で実績確認の事務負担軽減・効率化の観点から、窓口となる代表地整を選定し、

一元化するとともに、クラウドシステムを活用したオンラインシステムでの提出としました。 

 

 

・実績確認の書類の提出期限については、入札説明書に暦年で表明した場合は翌年の１月末、事業

年度で表明した場合は事業年度終了月の翌々月までと記載されているが、説明会では賃上げ表明

書にて記載した暦年・又は事業年度終了日から３か月後との説明を受けたがどちらで行えばいい

のか？【令和 5 年 2 月 13 日作成】 

 （回答） 

実績確認の書類の提出期限については、当初の財務省通知等で「暦年で表明した場合は翌年の１

月末、事業年度で表明した場合は事業年度終了月の翌々月まで」となっていたが、法定調書以外で

の実績確認においては税理士又は公認会計士等の第三者による確認に要する期間や実績確認での

表明期間の前倒しや後送りなど柔軟な運用が可能になったことから、統一的に暦年表明、事業年度

表明ともに暦年・又は事業年度の終了日から３か月後までに実績確認の書類を提出して頂くことと

しました。なお、実績確認において後送りした場合は、賃上げ期間終了後から起算して３か月後ま

でに実績確認書類を提出して頂くこととなります。 

 

 

・実績確認の書類については、システムで提出することとなっているが、必ずシステムを使用して

提出しなければならないのか。持参や郵送での提出は受け付けてもらえないのか？ 

【令和 5 年 2 月 13 日作成】 

 （回答） 

実績確認の書類の提出については、業務の効率化の観点からシステムを使用して提出をお願いし

ているところです。各企業の実情により、システムを使用できない又はシステムを使用したくない

場合は、持参や郵送でも提出は可能です。なお、持参又は郵送で提出する際は、関東地方整備局契

約案件については、関東地方整備局総務部契約課調査係あてに提出願います。 
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 ・賃上げ実績確認の際に税理士又は公認会計士等の第三者により同等の賃上げ実績を確認できる書 

 類を提出する場合は、「法人事業概況説明書」、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の 

 提出はなしでよいでしょうか？【令和 4 年 2 月 28 日作成】 

 （回答） 

そのとおりです。 

賃上げ実績確認の際に税理士又は公認会計士等の第三者により同等の賃上げ実績を確認できる

書類を提出する場合は、「法人事業概況説明書」、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」

の提出は不要です。 

 

 

 ・賃上げ実績確認の際に税理士又は公認会計士等の第三者により同等の賃上げ実績を確認できる書 

  類にて提出する場合の添付書類の様式はありますでしょうか？【令和 5 年 2 月 13 日追記】 

 （回答） 

    添付書類の様式はございません。 

  同等の賃上げ実績を確認ができる資料を任意の様式で添付して頂ければ結構です。 

賃上げ実績の税理士等の第三者確認資料のイメージが説明資料に添付されていますので参考に

してください。 

https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000846549.pdf 

 

 

・同等の賃上げ実績と認める場合に提出する（賃上げ計画の達成について（別記様式））の作成は、

公認会計士等の第三者との記載がありますが、第三者とは、自社の決算会計業務を行っている会

計事務所の公認会計士等も該当すると解釈して宜しいでしょうか。【令和 4 年 4 月 14 日作成】 

 （回答） 

自社の決算会計業務を行っている外部の会計事務所の公認会計士等も第三者に該当します。 

 

 

・賃金引上げ計画の表明書を提出しても、受注しなければその義務は発生しないのか。 

【令和 4 年 2 月 28 日作成】 

 （回答） 

賃上げ計画の表明書を提出し、加点されて受注した場合のみ、賃上げの実績の確認を行うことに 

なりますので、賃上げ計画の表明書を提出して加点されなかった場合や受注できなかった場合は賃 

上げ実績の確認を行いません。 

 

 

・事業年度単位での賃上げを表明した際の確認資料として「法人事業概況説明書」を指定されてい

ますが、国税庁より資本金が 1 億円以上の法人では、法人事業概況説明書ではなく「会社事業概

況書」の提出が義務づけられており、法人事業概況説明書は作成していません。以上を踏まえて、

確認資料として「会社事業概況書」で認めていただけるのでしょうか。 

【令和 4 年 10 月 21 日作成】 

 （回答） 

「会社事業概況書」は令和 3 年 12 月 17 日付の財務省の通知や令和 3 年 12 月 24 日付の国交省の

通知の別紙１の１および別紙１の２の１のなお書きの書類に相当し、税理士又は公認会計士等の第

三者による確認が不要な書類ですが、従業員への支払い賃金に係る確認が困難なため、それだけで

は賃上げ実績の確認資料とすることはできません。 

 

 

・令和 4 年 2 月 8 日の財務省通知、国土交通省事務連絡により、継続雇用している従業員のみの基

本給や所定内賃金などにより評価する場合について、継続雇用の定義をご教示いただきたい。 

【令和 4 年 4 月 14 日作成】 

 （回答） 

「継続雇用」は、正社員、契約社員問わず、比較する２年間を通しで雇用していることを指しま

す。従って実績確認は、賃上げを表明した事業年度等及びその比較対象となる事業年度等を通じて

在籍する者が対象となります。 

 

https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000846549.pdf
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・賃金引き上げの対象となる従業員は「組合員のみ」として良いか。（管理職については、定昇＆

ベアを行っておらず、査定のみ反映となるため）【令和 4 年 4 月 14 日作成】 

 （回答）） 

管理職も賃上げ対象の従業員であることは変わらないため、原則的には除くべきではないと考え

ます。 

 

 

・中小企業の場合は、「一人当りの平均受給額」を採用する場合も可能となっているが、例えば、

今年は、「総額賃金」、来年度は「一人当り平均受給額」と、その都度提出書類を変更する事は

可能か？【令和 4 年 3 月 18 日作成】 

 （回答） 

各企業の実態を反映した適切な評価方法で評価できるようにすることが、実績確認の運用の基本

的な考え方です。 

このため、年度等によって変化する状況に応じて、評価方法を変えた方が適当な場合は、変更す

ることに差支えありません。 

各企業の実情に応じ適切に根拠資料を整理して頂き、税理士又は公認会計士等の第三者により、

「入札説明書に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」こと

が明記された書面を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出していただくことになります。 

一方で、賃上げの実態が伴わないにも関わらず、評価方法を恣意的に操作することにより実績確

認を満たすような行為は、制度の主旨を意図的に逸脱する行為に該当することになりますのでご留

意ください。 

 

 

・ある程度の年次になると給与水準が変わる（下がる）ような給与体系になっているが、賃上げ実

績確認において、この給与水準が変わる者を除いてもよいか。【令和 4 年 4 月 14 日作成】 

 （回答） 

例えば給与水準が変わる世代にある人数が多く、実際には賃上げを行っているにも関わらず、給

与総額等が下がってしまう場合など、給与水準が下がる者を控除した方が適切に評価できる場合に

は、そのような評価も可能ですが、単に賃上げを行わないこととの区別を確認する意味で、年次に

応じ給与水準が下がることが当該年度等だけの臨時的な措置でないことを社の規定や従業委員と

の合意事項等として実績を確認できる書類に含めて頂くようお願いします。 

 

 

・「従業員への賃金引上げ計画の表明書」の留意事項１に、「当該事業年度終了月の翌々月末まで

に関東地方整備局総務部契約課調査係に提出」との記載があります。 

事業年度終了月が工期完了前に迎える場合、提出は工期完了時ではなく、事業年度終了月末から

翌々月末までに提出するという認識でよろしいでしょうか。【令和 5 年 2 月 13 日追記】 

 （回答） 

賃上げ実績の確認において工事や業務の履行期間は関係ございません。事業年度により賃上げを

表明した場合には、当該事業年度及びその前年度の「法人事業概況説明書」を当該事業年度終了後

３か月後までにシステムにより提出してください。 

 

 

・令和 4 年 8 月 8 日の事業年度開始月と賃上げ実施月が異なる場合の取扱いについての事務連絡に

ついて、「当該企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること」とあるが、不定期に賃

上げを実施している企業の場合はどのような取扱いになるか。【令和 4 年 10 月 21 日作成】 

 （回答） 

原則的に本事務連絡による取扱いの対象外となります。ただし、意図的に賃上げ実施月を遅らせ

ていないことが、第三者により確認された場合には、対象とすることは問題ございません。 
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・令和 4 年 8 月 8 日の天災地変等やむを得ない事情の際の減点措置免除の事務連絡について、従業

員が署名した理由書を提出することとなっているが、ここで署名するのは表明時と同じく従業員

代表か給与又は経理担当者を想定しているのか。【令和 4 年 10 月 21 日作成】 

 （回答） 

署名いただく方は、表明時と同じく従業員代表か給与又は経理担当者を想定していますが、必ず

しも表明書に記名した方と同一人物である必要はありません。各企業等の実情に応じ、適切な者に

記載いただくこととなります。 

 

 

・令和 4 年 2 月 8 日本省通知 別紙１ ③の５つめ「令和 4 年 4 月以降の最初の事業年度開始時より

前の令和 4 年度中に賃上げが実施された場合は、その賃上げが実施された時から１年間の実績を

評価する」とありますが、例えば事業年度 4 月-3 月の場合、7 月に給与を引き上げる場合は、給

与を上げた月から１年間を賃上げ期間と考えて宜しいでしょうか？【令和 4 年 10 月 21 日作成】 

 （回答） 

令和 4 年 8 月 8 日付の国交省の事務連絡にて記載の通り、例年の賃上げ実施月からの 1 年間につ

いては、事業年度の後ろ倒しの特例として認める運用としています。ただし、意図的に賃上げを後

ろ倒しすることは認められておりませんので、ご留意ください。 

 

 

・年度途中でＡ社（大企業）とＢ社（中小企業）が企業合併を行うことが決まっている。 

企業合併前にＢ社として 1.5%の賃上げ表明をして契約し、合併後に実績確認を行う場合、実績確

認はどのように行うことになるか？【令和 5 年 2 月 13 日作成】 

 （回答） 

合併前に表明書を提出した入札については、合併が行われた年のみの措置として、合併前の企業

に所属する社員への給与のみで評価することが可能です。（合併後の企業うち、旧Ｂ社のみを切り

出し、旧Ｂ社の賃上げ表明率（中小企業 1.5%以上）を達成していることを確認。） 

なお、合併後に表明書を提出する入札については、合併が行われた同一年であっても審査基準日

時点の区分で実績確認を行うこととなります。 
この場合には、税理士又は公認会計士等の第三者が認めた確認書類を提出してください。 

 

 

・令和４年度の「評価対象社員」と令和５年度の「評価対象社員」は同じでなくてもよろしいです

か？ 

 例）令和４年度の賃上げ表明では、継続雇用者のうち、取締役のみを除外して賃金総額での賃上

げの達成を確認したが、令和５年度の賃上げ表明では、継続雇用者のうち、取締役、執行役員、

嘱託社員を除外して賃金総額での賃上げの達成を確認する？【令和 5 年 2 月 13 日作成】 

 （回答） 

年度等によって変化する状況に応じて評価方法を変えることは、一概に否定されるものではあり

ませんが、実態として賃上げが伴っていることが必要です。評価対象となる給与や社員を年度ごと

に意図的に変更することにより、実際の賃上げが伴わない場合等、制度の主旨を意図的に逸脱する

行為とみなされる場合には、実績として認めらない可能性がありますので、ご留意ください。 

各企業の実情に応じ適切に根拠資料を整理して頂き、税理士又は公認会計士等の第三者により、

「入札説明書に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」こと

が明記された書面を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出をお願いいたします。 
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・2022 年度は 2021 年度の好業績を踏まえ、ボーナス引き上げによる従業員一人当たりの給与総受

給額（ボーナス・各種手当含む）を前年度比 3％以上アップさせています。 

それに対し、2023 年度は 2022 年度の物価上昇等を考慮し、基本給のベースアップによる賃金引

上げを検討しており、2023 年度は従業員一人当たりの基本給（ボーナス・各種手当含まず）につ

いて前年度比 3％以上を目論見、「従業員の賃金引上げ計画表明」を行い実施しようと考えてお

ります。 

賃上げ実績の評価対象が 2022 年度と 2023 年度において評価基準を変更しても問題ないでしょう

か？【令和 5 年 2 月 13 日作成】 

 （回答） 

年度等によって変化する状況に応じて評価方法を変えることは、一概に否定されるものではあり

ませんが、実態として賃上げが伴っていることが必要です。 

評価対象となる給与を年度ごとに意図的に変更することにより、実際の賃上げが伴わない場合

等、制度の主旨を意図的に逸脱する行為とみなされる場合には、実績として認めらない可能性があ

りますので、ご留意ください。 

一例として、 

・令和３年度から令和４年度にかけては、賞与を引き上げて、給与総受給額３％賃上げを達成し、

給与総受給額を評価対象とする。 

・令和４年度から令和５年度にかけては、意図的に賞与を引き下げつつ基本給のみを３％引き上

げ、実態として給与受給額が上昇していないにも関わらず、評価対象を基本給のみとする。 

等のケースでは、制度の趣旨からの意図的な逸脱と判断される可能性もあります。 

各企業の実情に応じ適切に根拠資料を整理して頂き、税理士又は公認会計士等の第三者により、

「入札説明書に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」こと

が明記された書面を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出をお願いいたします。 

 

 

・実績確認のやりとりする窓口について代表地整に一本化とあります。 

例えば本社所在地の地方整備局で契約関係がなく、その他の地方整備局で契約関係があった場

合、その他の地方整備局が代表窓口となるのでしょうか？【令和 5 年 2 月 13 日作成】 

 （回答） 

代表地整につきましては、契約関係のある地方整備局の中から一つの地方整備局を選定していた

だくことになりますので、本社所在地の地方整備局と契約関係がない場合は、その他の地方整備局

から選定していただくことになります。 

 

 

・実績確認の方法について、あらかじめ確認方法を決めて提出することになっているが、法人事業概況説

明書で予定しておいて、実際に駄目だったときに税理士による確認の方法に変えることは可能か。 

【令和 5 年 2 月 13 日作成】 

 （回答） 

賃上げ実績の確認に係る資料の事前把握については、確認書類の提出時期や代表窓口となる地方

整備局等を把握するため行っているものです。実績確認の方法については、事前把握時点の見込み

を記載して頂くもので、実際に実績確認時に変更することを妨げるものではありません。 
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５．賃上げ基準に達していない者のペナルティ 

 

 ・賃上げ基準に達していない者のペナルティはいつから、減点されるのか？ 

【令和 4 年 2 月 28 日作成】 

 （回答） 

賃上げ加算点を受けた落札者は事業年度終了後（暦年の場合は翌年１月）に賃上げ実績の確認書 

類を関東地方整備局総務部契約課調査係に提出して頂きます。 

賃上げ実績を確認し、万一賃上げ基準に達していない場合又は本制度の趣旨を意図的に逸脱して

いる場合は四半期ごとに本省会計課へ報告し、当該報告をまとめて財務省へ報告します。 

その後、財務省にてまとめ各省庁へ通知され、本省会計課から各整備局へ連絡します。 

なお、関東地方整備局総務部契約課から減点措置対象者へは減点措置の開始時期及び期間を通知

します。 

この財務省から通知された日から１年間、賃上げ基準に達成していない者が総合評価落札方式に

よる入札に参加する場合、本取り組みによる加点割合より大きな割合（１点大きな配点）で減点し

ます。 

 

 

 ・Ａ社、Ｂ社のＪＶ構成員のうち、Ａ社が減点措置となった場合はＢ社も減点されますか？ 

【令和 4 年 2 月 28 日作成】 

 （回答） 

  共同企業体の場合に、実績確認おいて構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後

の減点措置は、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同企業

体に対して行います。 

  単体企業としての減点はＡ社のみです。Ｂ社は減点されません。 

 

 

 ・中小企業が 3％以上の賃上げを表明して、1.5％以上 3％未満の実績となったら、減点の対象とな

るのか。【令和 4 年 4 月 14 日作成】 

 （回答） 

（通知文では「表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合」減点となっておりますが、）

加点を受けるために必要な賃上げの率は中小企業等で 1.5%としており、仮に表明書で３％等と表明

した場合に、実績が 3%に満たない場合であっても、1.5%以上であれば減点するものではありません。 

 

 

・来年度も財務省からの連絡が無い限り、現状のまま制度（賃上げ率も）を継続すると伺いました。

年度単位で賃上げ表明した場合、Ｒ４年度分の実績確認の報告が６月頃になります。新年度（Ｒ

５年度）の発注が２月から始まりますので重複期間が４ヶ月程度ございます。 

 万一、Ｒ４年度の賃上げが達成出来なかった場合、実績確認書類提出以降は加点と減点両方評価

されることとなるのでしょうか？【令和 5 年 2 月 13 日作成】 

 （回答） 

賃上げ加算点を受けた落札者は賃上げ期間終了後３ヶ月以内に賃上げ実績の確認書類を提出し

て頂き、賃上げ実績を確認し、万一賃上げ基準に達していない場合又は本制度の趣旨を意図的に逸

脱している場合は四半期分を取りまとめ、本省会計課を経由し、四半期（7、10、1、4 月 15 日）ご

とに財務省へ報告します。 

財務省から当該月の最終営業日までに各省各庁へ通知された日から１年間、賃上げ基準に達成し

ていない者が総合評価落札方式による入札に参加する場合、本取り組みによる加点割合より大きな

割合（１点大きな配点）で減点します。 

財務省からの通知以降に入札公告を行う案件については、従業員への賃金引き上げ計画の表明書

を提出して総合評価落札方式による入札に参加した場合は、加点と減点両方評価されることになり

ます。 

 


